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１【提出理由】

　当社がＤＫＳＨジャパン株式会社に対して、平成28年３月29日付にて大阪地方裁判所に提起した求償金請求訴訟につ

いて、下記のとおり和解が成立した結果、当社および当社グループの財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの

状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示

に関する内閣府令第19条第２項第12号および第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

１．当該事象の発生年月日

平成29年１月20日

 

２．当該事象の内容

（1）訴訟の提起から和解に至るまでの経緯

①平成16年10月に地中海で発生した船舶火災に関する当社被告の裁判につきまして、平成27年12月22日の最高裁判所

の決定により、当社は平成28年１月22日に保険会社と船会社等に損害賠償金および遅延損害金の総額17億54百万円

を支払いました。

②平成28年３月29日に損害賠償金に対する最終的な責任金額を明らかにするために、当社は当社製品を海外に輸出し

たＤＫＳＨジャパン株式会社に対し、大阪地方裁判所へ求償金請求訴訟を提起いたしました。

③この度、同裁判所より和解勧告を受け、本件訴訟の早期解決を図る観点から、当社は和解に応じることといたしま

した。

 

（2）和解の相手方の概要

①会社名　ＤＫＳＨジャパン株式会社

②所在地　東京都港区三田3-4-19

③代表者氏名　代表取締役　ヨルグ・ヴォレ

 

（3）和解の内容

　被告（ＤＫＳＨジャパン株式会社）が原告（当社）に対し、本件解決金として５億円を支払い、原告は被告に対す

るその余の請求を放棄することを内容としております。

 

３．当該事象の損益および連結損益に与える影響額

　本件和解により、平成29年３月期に特別利益として上記金額を計上する見込みです。

以　上
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